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＊『現代思想』2015年1月号（42巻17号）「総特集 ピケティ『21世紀の資本』を読む : 格差と

貧困の新理論」（pp.102-113）に寄稿した論考のプレプリント原稿です。 

 

総特集＊ピケティ『２１世紀の資本』を読む 

 

タイトル 

公共哲学としての『２１世紀の資本』――経済の民主化の構想のために 

 

中野佳裕 

 

 

 歴史的背景から 

 

中野 トマ・ピケティの『２１世紀の資本』における議論を、歴史的な背景のなかに位置づけ

ることから始めましょう。 

 一九七〇年代になって、先進国の経済発展モデルが行き詰っているという議論が様々な論者

によって提起されるようになりました。その方向性は大まかに言って三つにわかれます。 

 一つめは、E・F・シューマッハー、イヴァン・イリイチ、コルネリュウス・カストリアディ

ス、アンドレ・ゴルツなどの産業文明を批判する論者たちです。彼らは産業文明を構成する科

学・技術・経済の諸制度の矛盾と限界を思想史の中で検討し、今日のローカリゼーション運動

の基礎となる様々なアイデアを提案しました。 

 二つめは、経済成長と人々の幸福感や福祉とが正の相関関係にないという指摘を始めた英米

の経済学者・社会学者の一群がいます。代表的な論者は米国のリチャード・イースターリンで、

「幸福の逆説」という主張で知られています。また、イギリスの経済学者であり公衆衛生学者

でもあるリチャード・ウィルキンソンは、一九七三年に『貧困と進歩 経済発展の生態学モデ

1』という著作を出版し、社会生物学や生態学の視点から、先進諸国の経済発展モデルが環境と

人間福祉の両方においてバランスを崩しているという問題提起を行いました。 

 そして三つめが、ローマクラブの『成長の限界』（1972）による、地球環境破壊の包括的な

研究です。限りある資源を大量に消費する産業モデルが数世代先には行き詰っていくだろうと
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いう警鐘を鳴らしたわけですね。『成長の限界』の重要な指摘は、一九九二年と二〇〇四年に

原著者であるデニス・メドウズ等がアップデート版を刊行することで精錬されています。また、

米国のワールドウォッチ研究所が毎年刊行している『地球白書』や、米国の社会批評家リチャ

ード・ハインバーグの仕事などによっても引き継がれています。 

 そうした提起を起点として、一九八〇年代以降、豊かさを問い直す動きが二つの流れとなっ

て登場します。 

 一つめが、社会的側面に注目する動きです。そこでは先進諸国の経済発展のなかでも特に20

世紀後半、より正確に言えば一九七〇年代以降に、一人当たりＧＤＰの増加に反比例して生活

の質や社会福祉に関わる様々な項目のパフォーマンスの低下が確認されるようになりました。

例えば、各人の幸福感や生活満足度の衰退、所得格差の拡大、失業の増加、雇用の不安定化、

賃金水準の低下、社会保障アクセスの不平等などがあげられます。そうした問題を可視化して

いく作業が始められました。 

たとえば、国際的な比較を可能にしたものとしては、一九九〇年から国連開発計画（ＵＮＤ

Ｐ）が作成している「人間開発指標」（Human Development Index, HDI）があります。ＨＤ

Ｉは、開発の目標を経済成長ではなく、諸個人の生活の機会と選択肢の拡大にあると定義しま

す。そして、一人当たり国民所得、平均就学年数（当初は識字率）、平均寿命の三つの項目で

各国の人間開発の進展度を割り出します。ＨＤＩはＵＮＤＰの報告書においては国単位で指標

化されますが、例えばフランスでは、ノール・パ・ド・カレ地域圏などで、域内の自治体単位

で人間開発指標を作成する取り組みが十年以上前から行われています2。 

また、米国の社会政策におけるイノヴェーションのための研究所が一九八七年から作成して

いる「社会の健康を測る指標」（Index of Social Health）があります。この指標は生活の質と

福祉に関する十六の項目を統合させたものですが、最新の結果によると、米国では一九七〇年

から二〇一一年の間、子供の貧困率、児童虐待の数、十代の自殺率、失業率、賃金水準（週給）、

健康保険保障、六十五歳以上の医療費自己負担率、食の安全性、所得の不平等の9項目のパフォ

ーマンスが悪化傾向にあります3。さらにフランスの「不平等を警告するアソシアシオン」が二

〇〇二年から作成している「不平等と貧困のバロメーター」（Baromètre des inégalité et de la 

pauvereté）という指標があります。この指標は先述した「社会の健康を測る指標」をフラン

スの社会状況に合わせて改編したもので、雇用・労働、所得、健康、教育、住宅、司法・犯罪

の六つの次元に関わる五八の項目を指標化し、統合したものです。二〇〇七年版の指標による

と、データがとれる一九八〇年以降、フランスでは社会の健康が悪化傾向にあります4。 
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もう一つの流れとしては、環境的側面に注目する動きです。今日の話の中ではあまり触れら

れませんが、ここでは経済発展が資源の浪費や公害やオゾン層破壊に代表される環境破壊のう

えに成り立っていることを可視化していく指標作りが行われています。この潮流は、経済発展

に反比例して生じる生活の質の悪化（社会的側面）をある程度踏まえた上で、さらに環境破壊

などの生態学的負荷の進展度も指標に盛り込みます。たとえば、米国のリディファイニング・

プログレス研究所が作成している「本当の進歩を測る指標」（Genuine Progress Indicator, GPI)

（二〇〇六年版）では、一九五〇年から二〇〇〇年まで、米国の一人当たりＧＤＰは伸びる一

方ですが、一人当たりＧＰＩは一九七〇年代半ば以降停滞しているということが示されていま

す（図）。ＧＰＩの項目には、ボランティア活動や高等教育機関への進学率など生活の質の向

上につながる正の価値と、水質汚染、大気汚染、交通事故の処理費、オゾン層破壊、所得格差

など、生活の質の悪化と自然環境破壊を示す負の価値が盛り込まれていますが、一九七〇年代

半ば以降、負の価値の数値が二～三倍以上増加しています。その結果、ＧＰＩの停滞を招いて

います5。 

また英国の市民派シンクタンク、ニュー・エコノミクス・ファウンデーションが発表してい

るハッピー・プラネット・インデックス（Happy Planet Index、HPI）は、各国の豊かさを、

各国国民の生活満足度指数、平均寿命、一人当たりエコロジカル・フットプリントの三項目の

総合で測定しています。ＨＰＩは、一人当たりＧＤＰを指標から外し、生態系にかかる負荷を

示すエコロジカル・フットプリントを加えた点で非常にユニークです。これまで作成された二

〇〇六年版、二〇〇九年版、二〇一二年版のいずれの指標を参照しても、上位十位は中南米諸

国が占めます。先進諸国は平均寿命が長くても、エコロジカル・フットプリントが高く、生活

満足度指数も中程度であるため、総合ランキングのなかでは四〇位台から一一〇位台の間に収

まっています6。 
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図 米国経済の一人当たり実質国内総生産（GDP）と本当の進歩指標（GPI）の推移 

Source: Redefining Progress, Genuine Progress Indicator 2006, p19 (rprogress.org) 

 

 このように、社会と環境の両面に注目して豊かさを問い直す動きが続いているわけです。特

に社会的側面に注目した動きのなかで指摘したいのは、生活の質の悪化の最大の要因として所

得格差が浮かび上がってくるということです。紹介したどの指標を見ても、七〇年代後半以降

に先進諸国の所得格差が拡大し、また雇用が不安定になっていることが、負の価値として加味

されています。こうした問題意識がこの数十年間で共有されるようになってきたわけですが、

ピケティの議論もまた、経済発展の裏側で起こっている社会的な負荷の増大に注目した本であ

ると言えます。 
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租税システムへの注目 

 

 では、そうした流れを踏まえた上で、ピケティの議論のオリジナリティはどこに見出せるで

しょうか。 

 これまでさまざまな研究所が社会的な負荷(生活の質や福祉の悪化)に注目しながら豊かさを

問い直してきましたが、その多くは一つの先進国のなかの不平等や貧困、社会福祉の悪化を統

計化するに留まっていました。しかもそのほとんどが、第二次世界大戦後以降か、一九七〇年

代以降のデータしか取れていません。また、リチャード・ウィルキンソンは『不平等の衝撃7』

（2006）やその後にケイト・ピケットとの共著で刊行した『精神水準8』（2009）で、アメリカ

や他の先進国で拡大する格差が社会的な分裂を引き起こしていることを明らかにしました。た

とえば、将来に対して展望を持てなくなった若者の増加、精神疾患や薬物中毒を患う人の増加

など、社会福祉の破壊と所得格差の拡大には正の相関関係があることを指摘したわけです。し

かし、相関関係は説明できても、経済格差自体がどのようなメカニズムで起こっているのかと

いうことを、経済学の理論的な視点から、あるいは長期的データにもとづく歴史的な観点から

体系的に分析することは行われてきませんでした。 

 それに対してピケティが試みたのは、一九世紀の産業革命以降の先進諸国における租税シス

テムに注目することで、格差の原因を明らかにするということです。ここにオリジナリティが

あります。長期的な視点によって格差の変容メカニズムを明らかにしようとしたこと。そして

租税という制度のありかたに注目することで、今までは現象面でしか理解されていなかった格

差の発生メカニズムを、より体系的に、とくに資本主義社会の制度設計の在り様を検討する方

向で説明しようとしていること。この二点において、独自の貢献が認められます。 

 ではなぜピケティは、租税システムに注目したのでしょうか。産業革命以降の資本主義の暴

走を止めるために、これまでさまざまな経済の民主化運動とそのための制度作りがなされてき

ましたが、彼は租税をそのうちの重要な試みとして捉えています。ヨーロッパにおいて一九世

紀末から二〇世紀前半にかけて福祉国家が誕生する背景には、協同組合などのアソシエーショ

ンを母体とした経済の民主化運動のダイナミズムがあります。特にフランスでは、アソシエー

ションによる経済の民主化運動の中から社会的連帯の思想が生まれ、国家がアソシエーション

によるローカルな経済の民主化運動を支える媒介役を担うべきだという「連帯国家」（L’Etat 

solidariste）という理念が形成されました。この背景を踏まえた上で、税制が社会保障制度の
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確立と充実を通して経済の民主化を支えてきた事実、また、国民国家のなかで暮らす市民の間

に世代内・世代間連帯の紐帯をつくる媒介項として機能してきたという事実を、再び経済政策

をめぐる議論の前景に押し出そうとしたという姿勢が伺えます。ですので、ピケティの問題関

心の中心には、資本主義社会の中に民主主義と公共性を担保していくための制度設計の検討が

あるといえます。 

 

 公共哲学として 

 

 もう一つ、ピケティを評価する上で必要な準拠枠があります。経済の民主化のなかで租税が

大きな役割を果たし、福祉国家の建設に寄与したということをお話しました。ピケティの『２

１世紀の資本』の第一章では、その福祉国家の原理とは何かということが力説されています。 

 それは、同じ社会に暮らす人々のあいだの共通の利益を民主的な討議を通して決定していく

ということです。社会共通の利益とは、原書（フランス語版）では一般利益（l’intêret général）

や社会的効用（l’utilité sociale）という語で表現されています。一般利益も社会的効用も共和

主義の理念から出てきている概念であり、後で紹介するフランスの批判的経済学者の著作の中

でも鍵概念として使用されています。ピケティが主張するところは、税とはこの一般利益／社

会的効用を守るための財源として存在するのだということです。ピケティが展開している税制

の基本哲学は、世代内・世代間の社会的連帯です。経済的に強い立場にある者、つまり富める

者の所得（フロー）と資本（ストック）には、一般利益を公平に分配・維持していくための社

会的責任という観点から、低所得層や中間層以上に高い税率を課すべきであるという論理です。  

『２１世紀の資本』の中でピケティが示しているように、所得に対する累進課税は、日本や

ドイツなどの例外を除くと、第一次大戦期に欧米諸国に導入されました。特に富裕層への累進

税率は第二次大戦期から一九六〇年代まできわめて高い水準で維持されていました。しかし、

一九七〇年代末から八〇年代にかけておこった新自由主義の保守革命を契機に富裕層の所得税

率は大幅に下げられました。この傾向は英米で特に顕著ですが、ＯＥＣＤ諸国の平均でも同じ

傾向が確認されます9。 

また、ピケティが指摘しているように、富裕層が保有する富の形態も、所得（フロー）では

なく、株、証券、不動産などの「資本」（資産／ストック）が中心になりました。フランスの

経済誌『アルテルナティーブ・エコノミーク』で組まれたピケティ特集の記事に掲載されてい

るＯＥＣＤの統計によると、米国の上位一％の富裕層が保有する富は、レーガン政権が誕生し
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た一九八一年には国民所得の約八％でしたが、二〇一二年には約二〇％に増大しています。同

時期に英国の上位一％の富裕層の富は約六％から約一三％に、日本のそれは約七％から約一

〇％に増加しています10。ちなみに、フランスのそれは八％台で維持されています。このよう

に、先進諸国は、上位一％の富裕層に富が極端に集中する経済システムを作り上げてしまいま

した。このような歴史的経緯を踏まえた上で、ピケティは、富裕層の資本に対するグローバル

な規模での課税を提案しています。これは、税の制度設計の在り様が社会正義の命運を左右す

るからでしょう。 

 『２１世紀の資本』第十三章では、フランスの人権宣言に書かれている「人は権利において

自由と平等なものとして生まれ、存在する。社会的な差異・区別（distinctions sociales）は、

社会共通の利益（l‘utilité commune）に基づく限りにおいてのみ成立しうる」という原理が、

ジョン・ロールズ『正義論』（1971）における格差原理や、諸個人のケーパビリティの公平な

分配を主題とするアマルティア・センの正義論の着想と通奏低音をなすことが指摘されていま

す。ピケティ自身は本書の中でロールズやセンの理論を詳細にわたって議論するようなことは

していませんが、私はこの点にこそ、この本を読み解く上での重要な理論的・思想的ラインが

あると思います。『２１世紀の資本』は公共哲学として読まれるべきです。本書はマルクスの

『資本論』と比較したくなるようなタイトルを持ってはいますが、ロールズやセンの正義論や

その周辺の公共哲学の視座とすり合わせながら読まなければ、本書におけるピケティの議論の

核となる部分を包括的に評価することはできないのではないでしょうか。 

 公共哲学的な視点は『２１世紀の資本』に終始貫かれています。イントロダクションや第一

章においてピケティは、税制の根本にあるものが技術的な問題ではなく、民主的な討議によっ

て一般利益を決定することにあると力説しています。この主張はその後、結論まで何度も繰り

返されています。この流れに即して、特に第四部では、経済を社会的に公正なものにしていく

ための制度設計をもう一度考え直すべきだという議論が展開され、グローバルな資本税を設け

ようという対案が提出されているわけです。これらの主張の背後には、民主主義や公共性の再

構築に対するパッションのようなものが感じられます。それが本書を読んでいて、私が最も共

感する点ですし、評価したい点です。 

 ここまでお話したことが、ピケティを評価する上での軸となる部分です。ポイントとなるの

は、彼の議論がいわゆる経済学というよりは、むしろ公共哲学に近い性格を持っているという

ことです。経済は経済学の範疇で考えるものだという考えが、現在の英米圏の主流派経済学に

はありますが、経済の根本には公共性や制度設計、あるいは社会正義をめぐる問題が存在する
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ということを、ピケティは重視したのです。 

 

 オルタナティブ経済学との比較から 

 

 では、このようなピケティのオリジナリティを、オルタナティブな経済を創造する現在の試

みのなかに位置づけてみたいと思います。 

 カール・ポランニーは文明史の観点から（１）市場経済における交換、（２）国家による再

分配、（３）民衆の生活世界に根ざした互酬性の領域、に経済活動を三類型化しましたが、『２

１世紀の資本』のなかで議論されているのは、そのなかの（２）つまり国家による再分配機能

をどうのように再構築するかという問題です。言い換えるならば、国家が市場経済をどう制度

設計し直していくかという視点が中心になっている。 

 その点において、ピケティの議論と共鳴するのは、スーザン・ジョージなどが展開している

「グローバル・ジャスティス」（もしくは「オルター・グローバリゼーション」）運動です。

たとえば、グローバル・ジャスティス運動の提案の一つとして、金融資本のグローバルな取引

に対して各国が課税をすることで福祉国家を再構築していこうという考えがあります。いわゆ

る、グローバル・タックスの導入ですね。こうした部分はピケティの主張ともかなり重なって

います。 

 そうした視点からみると、グローバリゼーションの流れを変えようとする市民社会の動きと

リンクする部分もあるのですが、ピケティが見落としている部分も多くあります。 

 まず、全体的に見て、ポリティカル・エコロジーの視点が欠如しています。たとえばフラン

スでは一九六〇年頃から、ベルトラン・ド・ジュヴネル（Bertrand de Jouvenel）という経済

学者がエコロジーの視点から政治経済学を再構築する試みを始めました。そして、一九七〇年

代にはアンドレ・ゴルツがポリティカル・エコロジーに基づく産業文明批判を展開しました。

セルジュ・ラトゥーシュは、一九八〇年代から一九九〇年代にかけては西洋文明批判の視座か

ら南北問題を研究していましたが、二〇〇〇年代に入り、上述のポリティカル・エコロジーの

流れとイリイチやカストリアディスの自律社会論を融合させる形で、先進諸国が選択すべき新

たな社会発展目標として〈脱成長〉（décroissance）を提唱するようになります。また、ラト

ゥーシュなど脱成長論者たちと近いところで、ポリティカル・エコロジーの視点から豊かさを

問い直す新しい経済学者たちが現在活躍するようになっています。例えば、ゴルツやド・ジュ

ヴネルから強い影響を受けているドミニク・メダ（Dominique Méda）は、近著『経済成長の
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幻惑11』(2013)でポリティカル・エコロジーの視点から生産力至上主義の経済発展思想を批判

し、持続可能性と世代間正義を担保する社会発展理論の構築を試みています。また、『さらば、

経済成長12』（2011）の著者ジャン・ギャドレー（Jean Gadrey）は、ＧＤＰではなく生活の質

の成熟と持続可能性を軸に豊かさを再検討し、「持続可能なポスト経済成長社会」の展望を構

想しています。 

彼らの議論には、先進国の成熟した経済発展モデルが物質的な豊かさを十分に生産できるよ

うになった反面、生態学的な負荷を持続不可能な水準にまで高めており、将来世代の生存基盤

が損なわれる危険があるという、現代社会システムと地球環境の界面（インターフェイス）で

おこる構造的矛盾に対する批判的視点があります。また、そこから世代間正義など、倫理学の

問題も含めて豊かさを議論しています。しかし奇妙なことに、ピケティの本書にはそうした部

分は抜け落ちています。一部では気候変動や石油などの問題には触れていますが、それらを資

源問題として、つまり経済活動の道具としてしか自然を扱っていません。ポリティカル・エコ

ロジーの視点から経済発展を批判している研究者と比べれば、自然と経済の均衡をどう保つか

という視点が希薄であることは否めないと思います。エコロジーの視点から見た地球の再生産、

またそれをもとにした社会構築への視点が抜け落ちているといえるでしょう。 

 もう一つ、ピケティの議論に欠けていることがあります。先に述べたように、彼は税制の改

革を通して福祉国家の再生を図り、経済に公共性を復活させるべきだという議論を展開してい

るわけです。しかし、新自由主義政策の下で進行する格差社会を是正するための対案として、

税制改革だけでは不十分です。これは経済学というよりも社会学および社会理論的な分析が関

係してくるところですが、非正規雇用者、失業者、ホームレス、しょうがい者、セクシャル・

マイノリティ、民族的・文化的マイノリティなど、様々な要因によって市場社会の周辺部にお

いやられている人々にとっては、そもそも社会に対して自らの声を届けることが困難です。ま

た声を発しても、黙殺されることが多くあります。 

クロード・ルフォールは、近代民主主義の根本原理である〈政治的なるもの〉を、多様な社

会関係に「意味を与え」（mise en sens）、「演出し」（mise en scène）、「形を与える」（mise 

en forme）行為だと定義しています。公共性とはまさに、同じ社会の中で共に生きる人々の存

在とその関係を可視化する舞台装置だといえるでしょう。この舞台装置を現代においていかに

構築していくかが、ロールズ以降の英米の正義論やハーバーマス以降のフランクフルト学派に

よる公共圏理論の主題でした。しかし、新自由主義政策のもとで社会的分裂と排除の構造が重

層的に構築され、人々が置かれている社会問題の状況や文脈が細分化している現在、周辺から
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の声を可視化するような舞台装置としての公共圏を、それぞれの文脈に即した形でいかに構築

していくかという運動論が必要とされています。つまり、政府によるトップダウンの社会保障

政策と並行しながら、ナンシー・フレイザーが言う「下層の対抗的公共圏」（subaltern 

couter-publics）を市民社会のなかから作りだしていく必要があるということです。このような

対抗的公共圏の担い手は誰かという議論がピケティには欠けています。 

 対抗的公共圏をつくる動きとして、特にフランスで重要な役割を担っているのが、「連帯経

済」（L’économie solidaire）です。連帯経済とは、ピケティの主張と同様に、二一世紀型の福

祉国家の再生を目標にしていますが、トップダウンではなく、公共性を市民社会のなかから作

りあげていくことを思考しています。つまり、アソシエーション運動による経済の民主的なガ

ヴァナンスの方向を考えていると言えます。とくにジャン＝ルイ・ラヴィルの連帯経済論13は、

これまでもっぱら政治哲学の中で議論されていたハーバーマス、フレイザー、アクセル・ホネ

ットの公共圏理論をアソシエーション経済運動の分析に導入した点で独創的です。ラヴィルは、

協同組合、ボランティア、社会的企業などの社会的で連帯的な経済活動を通じて市場社会から

排除された人々のエンパワーメントを行うと共に、そこから複数の対抗的公共圏を創出してい

く道を構想しています。ピケティも、二一世紀の福祉国家は必ずしも政府がすべての社会保障

を担うのではなく、ローカルかつさまざまに活動しているアソシエーションが担うこともある

ことには言及していますが、アソシエーションの側からいかに公共圏を作るかという視点は抜

けています。 

この点についてもう一つ加えると、税制改革によって新たに得た財源で何を行うのかという、

二一世紀の福祉国家における社会政策の内容も、さらに具体的に議論していく必要があると思

います。ピケティは福祉国家が担うべき社会保障を、主に保健衛生分野や教育分野への投資と、

年金や失業手当のような社会的保護政策を中心にして議論しています。しかしもう一つ議論す

べきは、連帯経済や脱成長の運動が進めているローカリゼーションの活動を支援していくこと

ではないでしょうか。各地域社会でオルタナティブな経済システムを育てるための財源として

税制改革を位置づけるという視点がもっとあってもよいと思います。 

 

 残された課題 

 

――二〇世紀半ばの福祉国家とは別のかたちで、いかに国家による再分配を達成するのか。そ

れは国際社会、国家、地域の三者をいかに連関させていくかという課題となると思いますが、
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なかでも地域の役割への評価が低いということでしょうか。 

 

中野 批判を重ねてしまいましたが、あらためてピケティの議論をフェアに評価をするならば、

社会運動や民主的な討議の必要性についての目配りはかなり存在します。ですから、必ずしも

国家を中心とした制度設計を議論しているからといって、官僚的な考えをしているとは言えな

いと思います。しかしながら、今議論すべきことは、経済に公共性をもたせるような社会政策

を担う国家の諸制度を民主的に構築していくための回路を、これからどのようにして作ってい

くかということではないでしょうか。『２１世紀の資本』では、その側面の具体性が欠けてい

ます。 

 しかしそれは、ピケティを受け継いで、私たちが考えていくべきテーマかもしれません。こ

の方向に議論を進めて行くならば、九〇年代以降にハーバーマス、フレイザー、ホネットのよ

うなフランクフルト学派が取り組んでいた公共圏の再構築というテーマを、ピケティの経済分

析と政策提言の上で議論していくべきでしょうね。 

 

――そのような方向性をもった議論は、現在どのようになされているのでしょうか。 

 

中野 先ほど本書の第１３章でロールズやセンへの言及があるというお話をしました。ピケテ

ィ自身はこの方向、つまり社会的弱者をどのようにエンパワーメントしていくかという問題に

ついては残念ながらあまり踏み込んでいませんが、経済分析と公共圏理論もしくは正義論を節

合させて議論を深めようとする研究者はフランスでは一定の数ほど存在します。先述したドミ

ニク・メダ、ジャン・ギャドレー、ジャン＝ルイ・ラヴィルのほかに挙げるべきは、ギャドレ

ーと協力して市民参加を通じた豊かさ指標の作成に取り組んでいるフロランス・ジャニ・カト

リス14（Florence Jany-Catrice）、人間開発や人間の安全保障をフランスの文脈で議論しなお

しているパトリック・ヴィヴレ15（Patrick Vivret）、イリイチの思想に基づいてコンヴィヴィ

アリズムを提案しているマルク・アンベール（Marc Humbert）やアラン・カイエ(Alain Caillé)

がいます16。また、アクセル・ゴッスリー17（Axel Gosseries）は、ロールズの正義論の方法を

批判的に発展させながら、生物多様性の破壊や年金問題などに関して、世代間正義の倫理学を

構想しています。また、エロワ・ローラン18（Eloi Laurent）は、センのケーパビリティ理論と

マレイ・ブクチンのソーシャル・エコロジーを援用しながら、将来世代のケーパビリティを保

障する社会発展の道を探求しています。 
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――フランス国内での『２１世紀の資本』への反響はどうでしょうか。 

 

中野 先述したフランスの経済誌『アルテルナティーブ・エコノミーク』の一四年六月号で本

書の特集が組まれています19。この特集では、レギュラシオン学派のロベール・ボワイエが、

ピケティの分析自体には富の分配をめぐっての社会闘争の視点が欠けており、様々な理論や因

果関係の結びつきが弱いと批判しています。しかし彼は、経済学に歴史的かつ社会的な視点が

必要であることを証明したという意味では評価すべきであるとも述べています。またオルタ

ー・グローバリゼーション運動に関わっている経済学者ミシェル・ユッソン（Michel Husson）

は、『２１世紀の資本』は豊富な統計データをサポートするに十分な理論的枠組みを提供して

おらず、また、富の分配を求めて起こる階級闘争の分析がない、と指摘しています。既に読ま

れた方は気付かれるでしょうが、『２１世紀の資本』における「資本」とは、マルクスが『資

本論』で分析した剰余価値としての資本ではありません。ですから、『資本論』でなされたよ

うな資本制生産様式が引き起こす構造的矛盾の分析やそれによって起こる階級闘争という視点

は存在しません。ボワイエやユッソンの批判は、そうした部分からきていると考えられます。 

 

 経済の民主化のために 

 

――最後に、日本において『２１世紀の資本』がどのように読まれるべきと思われますか。 

 

中野 今後さまざまな議論がなされるでしょうが、最低限以下の二点は押さえてほしいと思っ

ています。 

 一つめは、ピケティの議論の根本にあるのは政治哲学だということです。そもそも、国民経

済を作り上げた近代国民国家とは――本書でも強調されるように――、一つの運命共同体(la 

communauté du destin)でした。運命を共にして生きている国民は、次世代に残していくため

の共通の利益を整えていく社会的責任を有しています。そして、その制度設計を担うものとし

て、国家が存在するのです。したがって、経済は公共哲学の視点から捉えられる必要がある。 

二つめは、だからこそ、マルクスの『資本論』との比較以上に、公共哲学の流れのなかで本書

を捉えるべきだということです。度々強調したことですが、ロールズやセン以降の正義論の視

点から議論をしていくべきだということですね。この二点を前提として議論がなされれば良い
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と思っています。  

そしてこの二点目に関わることで、もう一つ、三点目として加えておきたいと思います。福

祉国家（原文では英米のWelfare Stateと区別する意味をこめて、L’Etat social＝社会的国家と

いう語が使用されている）の再生という対案をピケティは提起していますが、その際に、社会

保障サービスの受け手である国民がどのような主体であるかが、いっそう問われなければなら

ないということです。連帯経済論のラヴィルが指摘しているように、本来は経済の民主化運動

の結果つくられた福祉国家ですが、一九六〇年代頃になると民主化のダイナミズムは後退し、

国民は納税者であると同時に国の社会保障制度の利用者であるとみなされるようになりました。

第二次世界大戦後の福祉国家は次第に民主的統治の側面を忘れ、「脱政治化」し、形骸化して

いったのです。しかし、もしそういった視点のみで福祉国家の再生が模索されるのであれば、

結局のところ、わたしたちは福祉国家の臣民（subject)となってしまいますね。それは、政府

が設計した制度を受動的に担う「受益者」でしかありません。このような傾向とは一線を画し

て、わたしたちは、福祉や社会保障制度を能動的に創出していく主体として自らを位置づけて

いく必要があるのではないでしょうか。経済に公共性を担保させる担い手はわたしたち一人ひ

とりであるという視点が求められるのです。社会学で言うところの行為主体（actor）として国

民は存在し、福祉国家の再生と経済の民主化への参加を求められている。そのような視点から

国家のありかたそのものに考えを及ばせていく必要があると思います。 
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